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【第１章】 第４次行財政改革推進大綱策定の背景
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1 本市におけるこれまでの行財政改革の取組と成果

本市では、新市発足後の平成１６年２月に「第１次行財政改革推進大綱・同実施計画」を策定して以降、時代の潮流や社会情勢を踏まえ、

積極的に行財政改革を推進してきた。

○基本理念
ー 分権型行政の展開 ー

○基本方針

１ 分権型行政に対応した法体系の確立
２ 効率的で生産性の高い行政の展開
３ 市民に開かれた行政の展開
４ 市民が主役のまちづくり

平成17年度～21年度 第1次行財政改革推進大綱・同実施計画

○基本理念
ー行政と民間との役割分担・協働による行政経営ー

○基本方針

１ 役割分担による公共サービスの提供
２ 経営資源の有効活用
３ 多様性と創造性にあふれた市民本位のまちづくり

平成22年度～26年度 第２次行財政改革推進大綱・同実施計画

○基本理念
豊かな地域社会を実現するための最適な行財政運営

○基本方針

１ 市民協働・官民連携の推進
２ 質の高い行財政運営の推進
３ 持続可能な財政運営の確立

平成27年度～令和４年度 第３次行財政改革推進大綱・同実施計画

効果額 収入増額：約5７.９億円 節減額：約334億円 合計：約3９2億円

効果額(Ｒ3まで)：収入増額：約２０4億円 節減額：約１3０億円
将来負担の軽減：約１２3億円 合 計：約457億円

効果額 収入増額：約44億円 節減額：約4１5億円 合計：約45９億円

・自主財源の確保 約5７.９億円（使用料・手数料の見直し など）

・人件費等の見直し 約９3.3億円（定員管理による人員削減、給与制度の見直し）

・公共コスト縮減 約１６3.5億円（工事コスト縮減、長寿命化対策 など）

・事務事業の見直し 約3１.０.億円（老人バス乗車券廃止、公立保育園民営化など）

・自主財源の確保 約１０７.１億円（市税等収納率の向上、課税客体の的確な把握）

・予算の定期点検 約９１.２億円（経常枠配分見直し など）

・事務事業の見直し 約１７.3億円（事業の見直しによるコスト削減 など）

・道路橋りょうの適切な維持管理 約８０.5億円

・自主財源の確保 約２２億円（未利用地の売却）

・人件費等の見直し 約９１億円（定員管理による人員削減、給与制度の見直し）

・事務事業の見直し等 約７5.3億円（施設の廃止、駿河区役所アクセスバスの廃止）

・地方公営企業の経営改善 約5９.９億円（補償金免除繰上償還制度の活用）

その時々の社会情勢に応じた最適な行財政運営を目指し改革を推進してきたその時々の社会情勢に応じた最適な行財政運営を目指し改革を推進してきた

令和５年度～令和12年度 第４次行財政改革推進大綱・同実施計画
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【主な指標の達成状況】
〇 市民活動センター利用登録団体数

９１２団体（Ｈ２７） ⇒ １１43団体（Ｒ3）

〇 市民活動団体との協働事業数
２55事業（Ｈ２９） ⇒ ２６4事業（Ｒ１）

〇 企業、大学等との連携協定締結数
２4企業・団体（明治安田生命など）

【主な指標の達成状況】
〇 最適な規模の正職員数
６,２45人（Ｈ２７） ⇒ 5,９９９人（Ｒ3）

〇 おもてなし職員コンシェルジュ※１の育成
９２人(Ｈ3０～Ｒ3）

〇 職員一人当たりの時間外勤務時間
１７９.5時間（Ｈ２７） ⇒ １６１時間（Ｒ１）

【主な指標の達成状況】
○ 市債残高（臨時財政対策債※２を除く）
２,７１3億円（Ｈ２７）⇒ ２,4６９億円（Ｒ3）

○ 実質公債費比率※3

８.5％（Ｈ２７） ⇒ ６.２％（Ｒ3）

〇 公共建築物の延べ床面積
２,２８８千㎡（Ｈ２７） ⇒ ２,２5２千㎡（Ｒ3）

【行革実施計画の達成状況
（計画通り、計画より進んでいる割合】

年度 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

割合 94.４％ 94.5％ 91.9％ 89.5％ 93.1％ 96.9% 100％

年度 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

割合 92.1％ 89.7％ 85.4％ 88.5％ 94.3％ 97.2% 93.2%

【行革実施計画の達成状況
（計画通り、計画より進んでいる割合）】

【行革実施計画の達成状況
（計画通り、計画より進んでいる割合）】

２ 第3次行財政改革推進大綱・実施計画の成果

基本方針Ⅰ 市民協働・官民連携の推進 基本方針Ⅱ 質の高い行政運営の推進 基本方針Ⅲ 持続可能な財政運営の確立

○ 第3次行財政改革推進大綱の成果について、効果額としての実績は、新型コロナウイルス感染症の

影響をうけた令和２年度以外は計画額を達成できた。また、当初計画額を定めていなかった取組の

成果も含めれば、いずれの年度においても計画額を上回っており、着実に推進することができた。

○ 実施計画に登載している各取組の達成状況は、いずれの基本方針においてもおおむね９０％を超え

ており、着実に取組を進めることができた。

新型コロナウイルス感染症の影響をうけつつも着実に改革を推進できた新型コロナウイルス感染症の影響をうけつつも着実に改革を推進できた

5
※コロナの影響を受けた指標についてはR1実績で記載
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民間企業交流研修に参加した職員の人数（累計）
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○ 今後の更なる行財政改革の推進に向けては、従来の「量」に着目した取組を

継続しつつ、例えばＩＴの活用によりニーズにあったサービスを提供すると

いった生産性の向上やより高い付加価値を創出するといった 「質」に着目

した取組をより一層進めていく必要がある。

行革大綱
（年度）

収入増額 削減額
将来負担の
軽減

効果額
合計

第１次
（Ｈ１７～２１）

約5８億円 約334億円 ー 約３９２億円

第２次
（Ｈ２２～２６）

約４４億円 約4１5億円 ー 約45９億円

第3次
（Ｈ２７～Ｒ3）

約２０4億円 約１3０億円 約１２3億円 約45７億円

３ これまでの行財政改革の取組の総括

○ 事業の見直しやコスト削減、職員の削減、市税等の債権管理など、「量」に

着目した取組を進め、より多くの成果（効果額）が得られ、生み出された効果

額は、財政規律を守りながら、子ども医療費の助成拡大等の新規拡充事業や

既存事業を推進するための財源として活用されてきた。

〇 しかし、コスト削減にも限界があり、市税等の収納率についても一定の水準に

達してきており、今後大きな効果を望むことが難しい状況となっている。

6

▲ＮＥＸＴワークしずおか

○ これまでの行財政改革では「量」に着目した取組と併せて市民協働、公民連携を推進することで、特徴的な取組を創り出すことができた。

▲ 葵舟

公的不動産の有効活用

駿府城公園の有効活用として、舟に乗り

お堀を周遊する「葵舟」を令和3年度か

ら運行開始した。

高齢者の就労促進について
登呂エリアをモデルとした
歴史文化資源の活用

高齢者の就労促進に向けたプラット

フォームとして「ＮＥＸＴワークしずお

か」を令和元年に開設した。

◀泥んこ
パーク

誘客の促進や非日常的な時間・体験の

提供として登呂遺跡での泥んこパーク

や芹沢銈介美術館の夜間開館を実施

した。

赤字路線であった自主運行バス両河

内線について、地域との協議により

地元ＮＰＯ※5による運行が実現した。

両河内地区
自主運行バス※4の運行開始

ＰＰＰ※6・ＰＦＩ※7の導入

施設の老朽化に伴い、北部学校給食

センターをＰＦＩ方式により建替し、平

成3０年４月から運営を開始した。

▲ 北部学校給食センター▲ 自主運行バス

▶
夜間開館

更なる改革の可能性がある「質」に着目した行財政改革を一層進める更なる改革の可能性がある「質」に着目した行財政改革を一層進める「量」に着目した行財政改革は一定の成果を出した「量」に着目した行財政改革は一定の成果を出した

事業の見直しやコスト削減に取り組むとともに、市民協働・公民連携により新たな価値を創出してきた事業の見直しやコスト削減に取り組むとともに、市民協働・公民連携により新たな価値を創出してきた

事業の見直し・コスト削減

質の向上

事業の見直し・コスト削減

質の向上

（今後の行財政改革のイメージ）
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本格的な少子高齢化・人口減少社会が到来する本格的な少子高齢化・人口減少社会が到来する
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静岡市のこれまでの人口の推移及び将来人口推計

年少人口（１5歳未満） 生産年齢人口（１5~６4歳） 老年人口（６5歳以上）

実績値 推計値
727,26０

7３7,０９8 73９,3００ 7３８,674 72９,９８０ 72３,３２３ 7１６,１９７
7０4,９８９

６９３,３８９ ６６９,５３６
646,０９8

５９４,３０５
567,８３１

６２０,６０９

（資料）総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所
「日本の地域別将来人口推計」を基に作成

区分 2０2０年 2０4０年 増 減

総人口 6９3,38９人 5９4,3０5人
９９,０84人
（△14.3％）

年少
人口

７８,２７4人 ６１,２5７人
１７,０１７人
（△２１.７％）

生産年齢
人口

3９5,８９７人 3１２,７９９人
８3,０９８人
（△２１％）

老年人口 ２０９,６２８人 ２２０,２4９人
１０,６２１人
（＋5.１％）

○本市の人口は１９９０年（平成２年）をピークに人口減少に転じており、２０２０年（令和２年）の国勢調査によると、６９万33８９人となっている。

○また、国の推計によると、２０4０年には２０２０年と比較し約９万９千人減少すると予測され、特に生産年齢人口については約８万3千人減少することが見込まれている。

（人）

４ 本市の現状と課題認識 （１）本市の人口の推移と人口減少がもたらす影響

働き手の確保が困難になる働き手の確保が困難になる

○ 現在の生産年齢人口（１5歳～６4歳）に対する地方公務員数の比率を基に、将来の地方

公務員の成り手の数を見てみると、今後減少し続け、必要数の確保が難しくなることが

想定される。

（資料）日本総研 「地方公務員は足りているか－地方自治体の人手不足の現状把握と課題－」を基に作成
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需要 供給 充足率

地方公務員不足の将来推計（政令市・中核市・特例市）（2018年度＝100） （％）

税収の減少につながる税収の減少につながる

○ 生産年齢人口の減少により、企業利益や雇用者所得（家計所得）、民間消費支出等が

減少した場合、２０１０年から２０4０年の3０年間で税収が約２０６億円減少する影響が

あると見込まれる。

１4０,７６4 

１33,4８６ 

１２０,２０3 

１０5,０００

１１０,０００

１１5,０００

１２０,０００

１２5,０００

１3０,０００

１35,０００

１4０,０００

１45,０００

２０１０ ２０２5 ２０4０

人口減少による静岡市の税収への影響

（資料）静岡市「人口減少による経済波及効果等分析等業務結果報告書（平成27年1０月）」を基に作成

対象：市民税（個人・法人）、固定資産税、地方消費税交付金※８、都市計画税、その他

（百万円）
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注）消費税率は平成27年
当時の８％で推計



市域全体で高齢化が進む市域全体で高齢化が進む

幅広い世代が地域活動に参画できる環境が求められている幅広い世代が地域活動に参画できる環境が求められている

○ ２０１5年と２０45年を比較すると、市域全体で高齢化が進むことが想定される。

○ 山間部においても高齢化率が上昇することが予測されることから、日々の暮らしや行政サービスをどのように維持していくかという課題がより一層深刻化することが予想される。

○ 現在、地域における自治会活動を支えているのは６０代～７０代が約８3％となっている。働く高齢者も年々増加しているなか、定年引上げ※９による働き方の変化が地域活動へも

大きな影響を与えることが想定される。

○ 子ども、若者、子育て世代など、幅広い世代が地域活動に参画できる環境整備や参加したくなる活動の充実が求められている。

（資料）静岡市・静岡市自治会連合会「全自治会全連合自治会アンケート結果報告」を基に作成

年齢三区分人口割合（高齢化率：65歳以上）の推移マップ（2０15年→2０45年）

７4,９3８ 
８０,１９０ 

８６,5２８ 
９１,７１７ 

９８,０２７ １００,８5６ 

６4,２3２ 
６９,０5２ 

７4,5０5 
７８,3２１ 

８3,８９１ ８６,２２１ 

０

２０,０００

4０,０００

６０,０００

８０,０００

１００,０００

１２０,０００

平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成3０年 令和元年 令和２年

6０歳以上の常用労働者の推移（静岡県）

3１人以上規模企業 5１人以上規模企業

（資料）静岡労働局「静岡県の令和２年度「高年齢者の雇用状況」 集計結果」を基に作成

（人）

8

令和27（2０45）年 高齢化率
（5００ｍメッシュ）平成27（2０15）年 高齢化率

（5００ｍメッシュ）

【資料】総務省「平成２７年国勢調査」、国土交通省「国土数値情報」

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来人口推計」

を基に作成

1０3,638 ９8,237 
83,165 7９,576 

９7,71０ 111,3９1 12９,6９1 133,3０7 

０

5０,０００

１００,０００

１5０,０００

２００,０００

２5０,０００

２０１5年 ２０２０年 ２０２5年 ２０3０年

静岡市65歳以上人口の予測

６5歳～７4歳 ７5歳以上

（人）

４ 本市の現状と課題認識 （１）本市の人口推移と人口減少がもたらす影響

ボランティア活動への参加の有無

（資料）「静岡市子ども子育て若者プラン」における
「静岡市子ども・若者実態調査」集計結果を基に作成

〇平成3０年度



１,９０９ １,９２3 １,９０１ １,９34 ２,０２６ 
２,１６８ ２,１９3 ２,２９5 ２3７６

２4７８

６７６ ６4６ 5９７ 55１ 5０１ 44９ 4０８ 3７１ 34０ 3１２２4 １２ 4 ０ ０ 3 3 3 3 ２

１,5９１ １,６８９ １,７８７ １,８4９ １,８７3 
１,９5１ ２,００4 ２,０２3 

２０4２ ２０53

０

１,０００

２,０００

3,０００

4,０００

5,０００

６,０００

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ3０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ６ Ｒ７

通常債 合併特例債（合併推進債を含む） 退職手当債 臨時財政対策債等

539552
617623645

689698
738751

783805
823845

０

１００

２００

3００

4００

5００

６００

７００

８００

９００

扶助費の推移（当初予算ベース）

４ 本市の現状と課題認識 （２）本市の財政状況

（億円）

これまでの取組により健全性は保たれているこれまでの取組により健全性は保たれている

Ｒ4 Ｒ５ Ｒ6 Ｒ7

歳入予算 3,3２８ 3,34０ 3,３１１ 3,35２

主
な
区
分

市税 １,3９１ １,4１８ １,4１８ １,43１

地方交付税 3６２ 3２4 3２２ 3０4

国・県支出金 ８２5 ８１１ ７９６ ８２６

市債 ２４４ ２８２ ２７4 ２７5

歳出予算 3,3７８ 3,4０２ 3,3８２ 3,4２5

主
な
区
分

人件費 ７７１ ７６６ ７６3 ７６3

扶助費 ７８3 ８０5 ８２3 ８４５

公債費 3７3 3７６ 3７７ 3７７

投資的経費 4１3 4９９ 4６８ 4８２

財源不足額 △５０ △６２ △７１ △７３

基金充当額 ５０ ー ー ー

経常収支比率※３ ９3.7％ ９3.8％ ９3.９％ ９4.1％

430450445446443417 419433418413

499
468482

０

１００

２００

3００

4００

5００

６００

投資的経費の推移（当初予算ベース）

（資料）静岡市「令和４年度当初予算公表時における財政の中期見通し」を基に作成

扶助費及び投資的経費が増加する見込み扶助費及び投資的経費が増加する見込み

財政の健全化判断比率の状況

指 標 解 説
Ｒ3年度比率
(前年比)

早期健全化
基準※１

財政再生
基準※２

①
実質赤字比率

１年間の収入に対する一般会計等の赤
字の割合

Ｈ1９以降
赤字なし

１１.２5％ ２０．０％

②
連結実施赤字比率

１年間の収入に対する市全体の赤字の
割合

Ｈ1９以降
赤字なし

１６.２5％ ３０．０％

③
実質公債費比率

１年間の収入に対する１年間に支払っ
た公債費（借金の返済）などの割合

６．2％
（△０．３％）

２5.０％ 35.０％

④
将来負担比率

１年間の収入に対する今後支払わなけ
ればならない公債費などの割合

３７．１％
（△１１．７％）

４００．０％ ー

※1 早期健全化基準：健全化基準比率のうち、いずれかひとつでも早期健全化基準以上の場合は、財政健全化団体【自主的に健全化を図る予防的段階】とな
り、「財政健全化計画」を策定し、改善に取り組むことになります。

※２ 財政再生基準：①～③の健全化比率のうち、いずれか一つでも財政再生基準以上の場合は、財政再生団体【国等の関与による財政再生段階】となり、
「財政再生計画」を策定し、国の関与の下、厳しい歳出削減などに取り組むことになります。

今後、年約7０億円前後の財源不足が見込まれる今後、年約7０億円前後の財源不足が見込まれる

○ 国が定める財政の健全性を表す４指標の状況を見ると、令和3年度決算において早期
健全化基準を下回っており、健全性を保てている。

（資料）静岡市「令和３年度決算の概要」を基に作成

〇 社会保障分野におけるサービス向上等により、扶助費はＨ２5からＲ4の１０年間で約
２44億円増加しており、今後も同様のペースで増加することが見込まれている。

○ また、令和５年度以降は総合計画に掲げる5大重点政策の動きが本格化し、投資的経費
が増加することが見込まれている。

○ 令和４年度当初予算をベースに令和７年度までの財政
収支を、国の経済見通し等を基にした一定の条件によ
り機械的に試算すると、令和５年度以降は、年約７０億
円前後の財源が不足する見通しとなっている。

○ 市税は増加する見込みとなっているが、扶助費や投資
的経費の増加により、引き続き財政運営は厳しい状況
にあると見込まれる。

○ 年度末市債残高見込額について、通常債と合併特例債※１０

を合わせた建設事業債の残高は、投資的経費の増加に
連動して、令和5年度以降増加する見込みとなっている。

○ 経常的に収入される財源は、ほぼ横ばいで推移する一
方、経常的に支出される経費は、人件費が減少するも
のの、扶助費等が増加することから、比率は微増する
見込みである。

（億円）

財政の中期見通し（Ｒ4当初予算ベース） 年度末市債残高見込額（Ｒ4当初予算ベース）

（資料）静岡市「令和４年度当初予算公表時における財政の中期見通し」を基に作成

※満期一括償還方式で発行した市債の償還のための積立金は、償還したものとして
残高から差し引いている。

※H28～R2までは決算額、R3、R4は予算額、R5以降は推計となる。

（億円）
（億円）

4,2００ 4,27０ 4,28９
4,4００4,334

4,571 4,6０8
4,6９2

4,761 4,845

9

※３ 経常収支比率：市税、普通交付税のように使途が特定されておらず、毎年度経常的に収入さ
れる財源が、人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費にあてられて
いる割合です。この値が低いほど、財政に弾力性があり、独自の政策のために使えるお金が
多いことになります。



多様で柔軟な働き方としてテレワークが普及した多様で柔軟な働き方としてテレワークが普及した

４ 本市の現状と課題認識 （３）新型コロナウイルス感染症を契機として加速された変化

働き方の価値観も変化し、個人や組織への期待も変化した働き方の価値観も変化し、個人や組織への期待も変化した

○ 新型コロナウイルス感染症対策として、人との接触機会を減らすために社会全体で
テレワーク等が推奨され、本市においても令和3年５月の緊急事態宣言※１２下において
は、
時差出勤や在宅勤務制度を活用し出勤者半減に取り組むなど、これまでの働き方が
大きく変化することとなった。

デジタル化の進展による社会課題解決が期待されるデジタル化の進展による社会課題解決が期待される

○ 新型コロナウイルス感染症の前後で、働くうえで大切にする価値観が、「能力発揮/成
果創出」から 「人の役に立つ/自分らしさ」へシフトするなど変容した。

○ また、これからの時代に求められる、組織、個人への期待も変化している。

【出典】第4回新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査（内閣府）

○ 社会全体のデジタル化が加速され、従来では解決できなかった課題が、デジタルの力に
よって解決できる可能性が出てきており、実現に向けた取組が進んでいる。

【出典】「新型コロナによるビジネスパーソンの意識・行動変化に関する調査」から抜粋（JMAM）

行政のデジタル化のニーズが高まった行政のデジタル化のニーズが高まった

【出典】令和４年度静岡市総合行政情報システムの概要（静岡市）

○ 新型コロナウイルス感染症を機に、静岡市申請書ダウンロード件数も増加しており、
市民の行政デジタル化に向けたニーズが高まっている。

○ 本市においても、行政手続のオンライン化及びＡＩ・ＲＰＡ※１１を活用した業務改善に
取り組んでいるが、更なる充実が求められている。

10

業種別のテレワーク実施率（就業者）

（事例）無人航空機（ドローン）の災害時における活用（総務省消防庁）

【出典】福岡市HP（ https://100.city.fukuoka.lg.jp/actions/1006 ）

【出典】総務省消防庁HP（ https://www.fdma.go.jp/publication/ugoki/items/rei_0302_13.pdf ）

（事例)オンライン診療、オンライン服薬指導の実施（福岡県福岡市、千葉県千葉市など）

※申請書ダウンロード件数・・・市民や事業者の方が市に対する申請・届出等を行う際に、インターネットを通じて、
各家庭や職場のパソコンから申請書・届出書等をダウンロードし、印刷できるようにしたサービス

4６０,７4８ 45６,5６９ 

5２０,９55 534,4１６ 

０

１００,０００

２００,０００

3００,０００

4００,０００

5００,０００

６００,０００

Ｈ3０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ3

静岡市申請書ダウンロード件数



【第２章】 本市の目指す行財政改革
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１ 第4次行財政改革推進大綱策定に向けた考え方

「第4次行財政改革推進大綱」の中で新たな目指す姿を明確にし、各取組を進める

12

○ これまでの右肩上がりの成長・拡大、そして、人口減少社会が到来した時期に比べ、

本格的な人口減少社会に突入する。

○ 人口減少により、将来的には行政だけで行政サービスを維持することが困難になる

ほか、市の財政状況もより一層厳しさを増すなど、「あれかこれか」を選択しなければ

ならない厳しい未来が待ち受けることが想定される。

○ また、新型コロナウイルス感染症を契機とするデジタル化の加速により、社会変化の

スピードがより激しくなったことで、将来を見通すことの困難さは一層増してきている。

○ このような従来とは異なる社会情勢において、市民の豊かな生活を目指し、最適な市

民サービスを実現していくためには、社会変化の機微を察知するとともに、その変化に

対し柔軟かつ迅速に対応できる行政であることが求められる。

○ また、市民や民間企業等の多様な関係者との対話を通じて未来を選択していくことや、

連携をより一層深化させることにより、新たな価値を生み出していくことが必要である。

変化のスピードがより激しく、より一層先を見通すことが難しい時代を前提とした行財政運営へ変化のスピードがより激しく、より一層先を見通すことが難しい時代を前提とした行財政運営へ

現在

未来

デジタル化
への対応

関係者での対話



市役所が変化に迅速かつしなやかに対応できる頼もしい組織となり、
市民、企業等との連携により新たな価値を創造する、行財政運営の推進

市民、民間企業がより積極的にまちづくりに参画す
るとともに、行政が民間の経営的視点を持ち、市民
や企業等と連携する場や関係性を構築することで、
それぞれの役割・強みを活かし、新たな価値を生み
出している。

（目指したい状態の具体例）

▶多様な主体との連携の促進に向け、多くの行政
情報が積極的に公開されている。

▶市政に関心を持ち、まちづくりに参画するシチズ
ンシップ※１3に富んだ市民が増え様々な場面で
活躍している。

▶市民や企業・行政の連携がより一層進み、それぞ
れの強みを活かし多くの地域課題解決に取り組
まれている。

▶民間企業との協働に向け、職員が民間企業の持
つスピード感や経営感覚を吸収するとともに、
円滑にコミュニケーションできるスキルを有して
いる。

▶若者が地域を知り、関わる機会や仕組みができ、
多くの若者が街づくりに参加するとともに、市へ
の愛着が湧いている。

市役所が、ＤＸ※１4による業務プロセス改革を実施
することや、行政組織内のビジョンに基づき、職員
同士が組織の枠組みを超えて連携し、より高い当事
者意識を持って業務に取り組むことができる人づ
くりを進めることで、変化に迅速に対応できる組織
に変貌を遂げている。

（目指したい状態の具体例）

▶行政のデジタル完結が実現し、市民が来庁する
ことなく、様々な行政サービスを享受すること
ができる。

▶職員がＡＩなどの創造的技術を使いこなし、庁
内業務の多くがデジタルで完結するとともに、
業務の生産性が向上している。

▶デジタル化により職員の働き方の多様性がよ
り一層増すほか、組織の枠を超えた職員間の
連携が多く生まれ、生産性や職員の就労満足度
が向上している。

▶働きやすい職場環境や活力ある組織になるこ
とで、それを魅力に感じた有能な人材が多く
市に入庁している。

▶職員一人ひとりが、データ等を活用し利用者目
線に立ったサービスの創出に取り組んでいる。

総合計画に掲げるまちづくりの目標「世界に輝く
静岡の実現」に向けた戦略的な政策展開や、市民や
社会の要請に応えるための行政サービスを継続的
かつ安定的に提供し続けるために、より一層弾力的
な財政運営に取り組み、将来にわたって健全な財政
基盤を堅持している。

（目指したい状態の具体例）

▶長期的な視点に立った財政運営により、健全な
財政状況が維持されている。

▶時機を逸することなく、戦略的な政策展開のた
めの財政出動がなされ、行政サービスが充実し
ている。

▶地域経済の活性化に向けた投資により経済の
好循環が生まれ、市の持続可能性が高まってい
る。

▶行政が所有する土地や建物といった資源が有
効活用されているとともに、長寿命化や計画的
な維持管理によって適正な状態が維持されて
いる。

▶行政評価や事業の見直し等のワイズスペンディ
ング （賢い支出）に向けた取組により、事業の
改善が行われ、費用対効果の高い事業が展開
されている。

②長期的な展望に立ち、市民に最適な行政

サービスを創出し続けるために、変化に迅速

かつ、しなやかに対応できる頼もしい組織へ

と変化している

③戦略的な政策の展開や、市民ニーズに沿っ

た行政サービスを提供し続けるために、健全

な財政基盤を堅持している

①地域が持続的に発展していくために、市民

協働・公民連携の推進により新たな価値を生

み出している

2０4０年を見据え目指す行財政運営の姿
（第4次大綱の基本理念）

２ 目指す行財政運営の姿（第4次行財政改革推進大綱の基本理念）

13
仕事の仕組みを変える 人や組織が変わる人とつながる 財政基盤を堅持する

（基本方針Ⅱ） （基本方針Ⅲ） （基本方針Ⅳ）

第4次行財政改革推進大綱の基本方針

（基本方針Ⅰ）
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基本方針Ⅰ 人とつながる

3 目指す姿の実現に向けた改革の方針（第4次行財政改革推進大綱の基本方針）

市民、民間企業、 周辺自治体などの多様な主体との連携をより一層進めるために、引き続きシチズンシップに富んだ人材を育成する

とともに、連携推進に向けた仕組みの構築や効果的な情報発信に取り組む。

課題解決や業務の質の向上に向け、行政ＤＸを推進し、業務プロセス改革を実施するとともにＥＢＰM※１5（データ等を活用した政策

立案）に向けた環境整備や、職員がライフステージに応じて柔軟に働くことができる環境の整備に取り組む。

基本方針Ⅱ 仕事の仕組みを変える

〇 多様な主体との連携の促進に向け、積極的な行政情報の公開や効果的な情報発信に取り組む。

〇 「静岡シチズンカレッジこ・こ・に」を中心とした、まちづくりを担うシチズンシップに富んだ人づくりを推進するとともに、市民

などの多様な主体との連携によるまちづくりの活動、活躍、チャレンジの支援を行う。

〇 民間視点を持って伴走できる職員を育成するとともに、未来を担う若者が地域活動に関われるような基盤の充実や連携推進に

向けた窓口機能を設置するなど、多様な主体との連携推進に向けた仕組みを構築する。

〇 職員のＩＣＴ※１６スキル向上に取り組むとともに、市民の利便性向上及び行政運営の効率化等に立ち返って業務プロセスを

見直すことにより、市民サービス向上に向けた行政内部業務のデジタル完結を実現する。

〇 行政評価制度の検証・見直しや、データ活用に向けた利用環境を整備しＥＢＰMを実践することにより、市民満足度の高い

行財政運営を実現する。

〇 テレワークやペーパーレスを推進し、多様なワークスタイルを実現する。

14

今後の取組イメージ

今後の取組イメージ
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基本方針Ⅲ 人や組織が変わる

3 目指す姿の実現に向けた改革の方針（第4次行財政改革推進大綱の基本方針）

変化にしなやかに対応する人材や組織づくりに向け、職員が仕事の意義や自身・組織の役割を自覚する機会を創出し、市民目線や

時勢を常に意識した当事者意識を養うとともに、変化する行政需要に柔軟に対応できる組織運営に取り組む。

健全な財政状況を堅持するために、効率的な予算執行や新たな財源の確保など、より一層弾力的な財政運営に取り組むとともに、

限られた資源の有効活用に取り組む。

基本方針Ⅳ 財政基盤を堅持する

15

〇 「人材育成ビジョン」に掲げる「使命感と熱意を持ち、自ら考え行動できる職員の育成」を推進するため、自身の役割を再認識

する機会を提供するとともに、行政ＤＸを推進するためのデジタル人材等、行政需要に対応できる人材を育成する。

〇 重要政策の推進や新たな行政需要に対応できる組織体制を整備するほか、定年引上げに伴い、職員の知識、技術、経験等を

最大限活用した適正配置に取り組む。

〇 財政の中期見通しにより計画的な財源対策等を講じるなど、中長期的視点に立った健全な財政運営に取り組む。

〇 これまでの収入増、歳出削減の取組を継続していくとともに、企業版ふるさと納税※１７の更なる活用やＰＰＰの導入など、民間

事業者等との更なる連携に取り組む。

〇 必要なサービス水準は確保しつつ公共施設総量の縮減を推進するほか、公共施設の特性を活かした活用方法を検討するなど、

市民に理解と協力を得ながら、着実にアセットマネジメントを推進する。

〇 公営企業における経営計画等に基づいた健全経営を推進する。

今後の取組イメージ

今後の取組イメージ



〇 第４次行財政改革推進大綱を全庁を挙げて着実に推進するため、

市長を本部長し、局長級職員により組織する「静岡市行財政改革推進

本部」を最終的な決定機関とした体制とする。

〇 市の行財政の改善合理化についての調査審議等のための附属機関で

ある「静岡市行財政改革推進審議会」より、専門的な知見からの助言等

をいただき、市政への反映を図っていく。

４ 推進体制等
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〇 第４次行財政改革推進大綱の期間は、第４次静岡市総合計画

と合わせた８年間とする。

〇 具体的な取組をまとめた「第４次行財政改革実施計画」を策定

する。第４次行財政革実施計画の期間は、前期４年・後期４年と

する。

行財政改革推進本部

本部長：市長 副本部長：副市長
本部員：各局の局長

行財政改革推進検討部会

部会長：総務局次長 部会員：関係課長

行財政改革推進検討作業部会（局）

行財政改革推進主任者（課）

行財政改革推進審議会

市民

議会

大綱・実施計画の内容決定

大綱等の推進に向けた調査検討

推進に係る局内とりまとめ

取組の検討・計画の進捗管理

毎年度の取組結果について報告

毎年度の取組結果について報告
説明・報告

意見反映 専門的な知見からの助言等

説明・報告

・毎年度の取組実績について
・実施計画の改訂について

大綱の期間大綱の期間

推進体制推進体制

静岡市総合計画との関係性静岡市総合計画との関係性

第4次静岡市総合計画の実現に向け下支えする「第４次行財政改革推進大綱」

第4次静岡市総合計画（Ｒ5～Ｒ１２）

基本構想

基本計画

第4次行財政改革推進大綱

市政運営の基本認識

市役所が変化に迅速かつしなやかに対応できる頼もしい組織となり、
市民、企業等との連携により新たな価値を創造する、行財政運営の推進

「世界に輝く静岡」の実現

1０の分野別の政策 ５大重点政策

人口活力の向上

「市民（ひと）」が輝く 「都市（まち）」が輝く



５ 参考資料（3次大綱と4次大綱の比較）

第3次大綱 第4次大綱

期間 平成２７年から令和４年（８年間） 令和５年から令和１２年（８年間）

基本理念

目指す行財
政運営の姿

豊かな地域社会を実現するための
最適な行財政運営

市役所が変化に迅速かつしなやかに対応できる頼もしい
組織となり、市民、企業等との連携により新たな価値を

創造する、行財政運営の推進

基本方針

Ⅰ 市民協働・官民連携の推進

市民協働・官民連携のもとでまちづくりを推進していくには、
その概念を本市全体に浸透させ、市民をはじめ、本市に関わ
るすべての主体が理解することが重要です。
このため、市民に開かれた市政運営のもとで、行政が積極
的にさまざまな主体へ働きかけ、コーディネートすることで、
「協働」「連携」を一層推進していきます。

Ⅱ 質の高い行政運営の推進

行政サービスの質的向上を図り、市民の期待に応え続けるた
め、優秀な人材の確保と育成、協力して目標に進む組織の実
現、ＩＣＴ（情報通信技術）の進歩に合わせた情報化の推進を
図ります。

Ⅲ 持続可能な財政運営の確立

将来にわたり安定した行政サービスを続けるためには、中長
期的な視点のもとに、持続可能な財政運営を行うことが必要
であり、特に喫緊の課題である公共施設の管理について、効
率的・効果的なマネジメントに取組みます。

Ⅰ 人とつながる

市民、民間企業、 周辺自治体などの多様な主体との連携をより一
層進めるために、引き続きシチズンシップに富んだ人材を育成す
るとともに、連携推進に向けた仕組みの構築や効果的な情報発信
に取り組む。

Ⅱ 仕事の仕組みを変える

課題解決や業務の質の向上に向け、行政ＤＸを推進し、業務プロセ
ス改革を実施するとともにＥＢＰM（データ等を活用した政策立案）
に向けた環境整備や、職員がライフステージに応じて柔軟に働くこ
とができる環境の整備に取り組む。

Ⅲ 人や組織が変わる

変化にしなやかに対応する人材や組織づくりに向け、職員が仕事
の意義や自身・組織の役割を自覚する機会を創出し、市民目線や
時勢を常に意識した当事者意識を養うとともに、変化する行政需
要に柔軟に対応できる組織運営に取り組む。

Ⅳ 財政基盤を堅持する

健全な財政状況を堅持するために、効率的な予算執行や新たな財
源の確保など、より一層弾力的な財政運営に取り組むとともに、
限られた資源の有効活用に取り組む。
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６ 用語解説

１ おもてなし職員コンシェルジュ(ｐ5) 市民サービス及び職員の接遇マナー向上を目的とし、積極的な声かけや付き添いなど、来庁者にじっくり丁寧に応対するために配置している
職員。

２ 臨時財政対策債(ｐ5) 国から地方に交付される地方交付税の不足分を、各自治体が地方債として負担するもので、その返済額の全額は後年度の普通交付税の計算
に算入されるもの。

3 実質公債費比率(ｐ5) 借入金（地方債）の返済額（公債費）の大きさを、財政規模に対する割合で表したもの。（１年間の収入に対する１年間に支払った公債費（借金の
返済）などの割合。）

4 自主運行バス（ｐ６） 民間バス事業者では運行が難しくなって廃止された路線を中心に、自治体が自ら事業者となってバス事業者などに委託し運行を行うバスのこ
と。

5 ＮＰＯ（ｐ６） Ｎｏｎ Ｐrｏｆｉｔ Ｏrｇａｎｉｚａｔｉｏｎ(ノン・プロフィット・オーガニゼーション：民間非営利組織）の略で、市民活動団体と同義。ＮＰＯのうち、特定非営
利活動促進法により認証を受け登記をした団体がＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）となる。

６ ＰＰＰ(ｐ６・ｐ１5) Ｐｕｂｌｉｃ Ｐrｉｖａｔｅ Ｐａrｔｎｅrｓｈｉｐ（パブリック・プライベート・パートナーシップ）の略。公共施設等の設計、建設、維持管理、運営等を行政と民間
が連携して行うことにより、民間の創意工夫等を活用し、財政資金の効率的使用や行政の効率化等を図るもの。ＰＦＩはその一手法。

７ ＰＦＩ(ｐ６) Ｐrｉｖａｔｅ Ｆｉｎａｎｃｅ Ｉｎｉｔｉａｔｉｖｅ（プライベート・ファイナンス・イニシアティブ）の略。公共施設等の設計・建設・改修・更新や維持管理・運営を、
民間の資金や経営能力及び技術的能力を活用して効率的かつ効果的に行う公共サービス手法。

８ 地方消費税交付金（ｐ７) 都道府県に払い込まれた地方消費税について、消費地と課税地にかかる都道府県間の調整をした後に、その２分の１相当額が市町村に
交付される仕組み。

９ 定年引上げ(ｐ８) 少子高齢化が急速に進行し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある誰もがその能力を発揮できるよう高年齢
者が活躍できる環境として、高齢者雇用安定法に基づき、６5歳から７０歳までの就労の機会を確保するために定年引上げを行うもの。

１０ 合併特例債（ｐ９) 合併した市町が新市建設計画に基づく事業の財源として発行できる地方債で、合併した年度とそれ以降の１０年間に限り発行でき、その返済
額の７０％が後年度の普通交付税の計算に算入される。

１１ ＲＰＡ(ｐ１０) Ｒｏｂｏｔｉｃ Ｐrｏｃｅｓｓ Ａｕｔｏｍａｔｉｏｎ（ロボティック・プロセス・オートメーション）の略で、普段人が行っている定型的なパソコン操作をソフト
ウェアのロボットが代替えして自動化するもの。

１２ 緊急事態宣言(ｐ１０) 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ全国的かつ急速なまん
延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したことを宣言したもの。新型コロナウイルス感染症に関する
緊急事態が発生した旨が宣言された。（令和２年４月７日、令和３年１月７日、令和３年４月２3日）

１3  シチズンシップ(ｐ１3・１4) 住民から一歩踏み出して、市民として積極的にまちづくりに関わろうとする公共意識のこと。

１4 ＤＸ(ｐ１3・ｐ１4)
Ｄｉｇｉｔａｌ Ｔrａｎｓｆｏrｍａｔｉｏｎ(デジタル・トランスフォーメーション)の略で、ＩＣＴ（情報通信技術）の浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い
方向に変化させること。

１５ ＥＢＰM(ｐ１4）
Ｅｖｉdｅｎｃｅ-ｂａｓｅd Ｐｏｌｉｃｙ Mａｋｉｎｇ（エビデンスベイスド・ポリシー・メイキング）の略で、統計データや各種指標等、客観的なエビデンス（根
拠や証拠）を基にして、政策の決定や実行を効果的・効率的に行うこと。

１６ ＩＣＴ(ｐ１4） Ｉｎｆｏrｍａｔｉｏｎ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（インフォメーション・コミュニケーション・テクノロジー）の略で、情報通信技術のこと。

１７ 企業版ふるさと納税(ｐ１5）
地方公共団体による地方創生の取組に新たな資金の流れを生み出すよう創設された税制で、国が認定した地方公共団体の地方創生に
資する事業に対して、企業が寄附を行った場合に、法人関係税（法人住民税、法人事業税、法人税）から税額控除する仕組み。
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第４次静岡市行財政改革推進大綱

令和５年３月
静 岡 市

〒4２０-８６０２  静岡市葵区追手町５番１号

静岡市総務局総務課

ＴＥＬ ０54-２２１-１７54
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